
別紙１ 

仕 様 書 

 

１ 件  名 

高尾浄水場保護継電器修繕 

 

２ 修繕場所 

下関市春日町８番１号 

下関市上下水道局 高尾浄水場 

 

３ 修繕内容 

高尾浄水場Ｎｏ．２ポンプ盤の地絡方向継電器及び零相変流器の取替を行

うもの。また、取替に併せて、地絡方向継電器の制御電源取出し、インター

フェース回路の構築及び現地試験を行うこと。 

 

４ 機器仕様 

（１）地絡方向継電器 

ア．数量   １個 

イ．形式   ディジタル形 

ウ．制御電源電圧 ＡＣ１１０Ｖ  

エ．定格入力電流 ０．２Ａ（ＺＣＴ一次） 

オ．定格入力電圧 ＥＶＴ３次：１９０Ｖ 

カ．定格周波数  ６０Ｈｚ 

キ．動作値整定  動作電流：０．１～１．０Ａ 

動作電圧：２～１０％ 

動作時間：瞬時、０．２～１．０ｓ 

ク．出力接点  １ａ（無電圧接点）以上 

ケ．その他  ＪＩＳ Ｃ ４６０９準拠のこと 

コ．参考機種  三菱電機株式会社 

    ＭＤＧ－Ａ４Ｖ－Ｒ 

 

（２）零相変流器 

ア．数量   １個 

イ．形式   貫通形 

ウ．既設ケーブル ＣＶ－３Ｃ－１４ｓｑ 

エ．参考機種  三菱電機株式会社 

    ＭＺＴ 



 

５ 施工範囲 

（１）既設地絡方向継電器及び零相変流器の撤去及び処分 

（２）新設地絡方向継電器及び零相変流器の据付及び取付穴加工 

（３）新設地絡方向継電器の制御電源取出し 

（４）新設地絡方向継電器の出力接点（１点）と既設回路のインターフェース

回路の構築 

（５）その他必要なこと 

 

６ 現地試験 

（１）地絡方向継電器特性試験 

  ア．零相電流動作値 

  イ．零相電圧動作値 

  ウ．位相特性 

  エ．動作時間特性 

（２）組合せ試験 

 

７ 完了期日 

令和７年３月３１日まで 

 

８ 提出書類 

（１）作業日程表                   １部 

（２）既設盤改造図（展開接続図）           １部 

（３）機器仕様書                   １部 

（４）工場検査成績書                 １部 

（５）停電要領書                   １部 

（６）現地試験要領書                 １部 

（７）試験機器校正証明書の写し            １部 

（８）現地試験成績書                 １部 

（９）取扱説明書                   １部 

（10）作業写真（作業前、作業中及び作業後）  

（11）その他下関市上下水道局（以下「局」という。）担当者が指示するもの  

 

９ 注意事項 

（１）着手に当たり、作業日、使用材料、作業方法等について局担当者と事前

に協議をすること。 



（２）作業については、原則として、閉庁日を除いた日の午前８時３０分から

午後５時までの間に行うこと。 

（３）作業に当たり、関係法令等を遵守すること。 

（４）作業中、既設構造物その他の工作物を破損し、又は損傷を与えた場合は、

直ちに局担当者に報告し、原形復旧等すること。 

（５）廃棄物等は、関係法令に従い適正に処分すること。 

（６）作業に際し、安全管理について十分注意すること。 

（７）本修繕の対象設備は稼働中であり、機器の運転・停止操作及び電源遮断

は、局職員又は局職員が指示する者により行うものとする。 

（８）本仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、局担当者及び受注者

協議の上、決定するものとする。 

（９）本修繕にて取替を行う保護継電器の整定に当たっては、局担当者の確認

を得た上で行うこと。 




